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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第10期

第２四半期連結
累計期間

第10期
第２四半期連結
会計期間

第９期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年９月30日

自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

営業収益              （千円） 2,167,026 1,245,368 5,483,787

純営業収益            （千円） 2,116,939 1,209,627 5,410,223

経常利益（△損失）    （千円） △394,303 △224,130 732,596

四半期（当期）純利益（△損失）

                  （千円）
△730,658 △676,513 59,352

純資産額              （千円） － 4,869,134 5,586,881

総資産額              （千円） － 35,146,787 29,734,684

１株当たり純資産額     （円） － 20,379.36 23,643.43

１株当たり四半期（当期）純利益

（△損失）金額         （円）
△3,080.84 △2,839.96 249.43

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額     （円）
－ － 249.16

自己資本比率　　　　　 （％） － 13.8 18.8

営業活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
1,011,699 － 2,856,027

投資活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
△79,328 － 4,933

財務活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
△428,239 － △1,170,028

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高　　　　　（千円）
－ 4,819,988 6,417,375

従業員数               （人） － 92 95

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。

　　　　３．第10期第２四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり

四半期純損失であり、また希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また主要な関係会社における異動もありません。

　なお、当社の連結子会社であるトレイダーズＦＸ㈱は、第一種金融商品取引業者として、従来より当社グループが提

供していたFX商品とは異なる顧客層をターゲットにした外国為替取引事業を行っておりましたが、平成20年10月24

日開催の取締役会において、当該事業を廃業することを決議いたしました。この詳細につきましては、「第５　経理の

状況 １ 四半期連結財務諸表」における「注記事項（重要な後発事象）」欄をご参照ください。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 92  

　（注）従業員数は、就業人員（グループ外から当社グループへの出向者を含む）を記載しております。なお、パート職員

等の臨時雇用者については全体の10％未満であり、その重要性が低いため記載を省略しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 11  

　（注）従業員数は、就業人員(社外から当社への出向者を含む)であります。
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第２【事業の状況】

１【業務の状況】

(1）受入手数料の内訳

区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（千円）

委託手数料  

株券 699,029

（うち 先物） （546,974）　

債券 14

受益証券 46

委託手数料計 699,091

募集・売出の取扱手数料  

株券 －

債券 4,140

受益証券 6,398

募集・売出の取扱手数料計 10,538

その他の受入手数料 103,033

合計 812,663

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）トレーディング損益の内訳

区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（千円）

トレーディング損益  

株価指数先物 －

外国為替 400,489

その他 4,113

合計 404,603

(3）有価証券等の売買の状況

①　株券

区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（百万円）

受託

現物取引 1,909

信用取引 14,812

合計 16,722
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区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（百万円）

自己

現物取引 －

信用取引 －

合計 －

合計

現物取引 1,909

信用取引 14,812

合計 16,722

②　債券

区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（百万円）

受託 3

自己 180

合計 183

③　受益証券

区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（百万円）

受託 924

自己 420

合計 1,345

④　株価指数先物・オプション取引

区分

当第２四半期連結会計期間

（自　平成20年７月１日

至　平成20年９月30日）

金額（百万円）

受託

先物取引 4,703,681

オプション取引 33,461

合計 4,737,143

自己

先物取引 －

オプション取引 －

合計 －

合計

先物取引 4,703,681

オプション取引 33,461

合計 4,737,143

⑤　外国為替取引
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区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額

米ドル （百万ドル） 12,529

ユーロ （百万ユーロ） 6,770

英ポンド （百万ポンド） 3,387

豪ドル （百万ドル） 5,307

ニュージーランドドル （百万ドル） 1,597

南アフリカランド （百万ランド） 924

香港ドル （百万ドル） 26

ポーランドズロチ （百万ズロチ） 48

メキシコペソ （百万ペソ） 102

カナダドル （百万ドル） 256

スイスフラン （百万フラン） 1,687

デンマーククローネ （百万クローネ） 0

シンガポールドル （百万ドル） 0

トルコリラ （百万リラ） 5

スウェーデンクローナ　 （百万クローナ） 0

ノルウェークローネ （百万クローネ） 0

　（注）　上記金額は、顧客との相対取引による各通貨毎の取引高であります。

⑥　通貨オプション取引

区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（百万円）

通貨オプション取引 －

合計 －

 (4）その他の業務

①　有価証券の引受、売出、募集・売出の取扱い及び私募の取扱い業務の状況

ア　株券

区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（百万円）

引受高 －

売出高 －

募集の取扱高 －

売出の取扱高 －

私募の取扱高 －

イ　債券

区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（百万円）

引受高 －
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区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（百万円）

売出高 －

募集の取扱高 －

売出の取扱高 －

私募の取扱高 144

ウ　受益証券

区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（百万円）

引受高 －

売出高 －

募集の取扱高 272

売出の取扱高 －

私募の取扱高 －

②　有価証券の保護預り業務の状況

区分
当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

内国有価証券

株券 （千株） 13,814

債券 （百万円） 115

受益証券 （百万口） 7,389

外国有価証券

株券 （千株） 0

債券 （百万円） 224

受益証券 （百万口） 0

(5）自己資本規制比率

区分

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

（百万円）

基本的項目計　① 4,246

補完的項

目

評価差額金（評価益）等 0

金融商品取引責任準備金等 78

一般貸倒引当金 19

短期劣後債務 －

計② 98

控除資産計　③ 908

控除後の自己資本　①＋②－③（A） 3,435
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区分

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

（百万円）

リスク相

当額

市場リスク相当額 2

取引先リスク相当額 179

基礎的リスク相当額 1,115

計（B） 1,297

自己資本規制比率　(A)／(B)×100 264.8％
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２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1)　業績の状況

  当第２四半期連結会計期間は、100年に一度とも言われるような金融危機により、世界中のマーケットに激震が走

りました。サブプライムローン問題の影響で欧米の金融機関は次々と損失を計上し、資金繰りに行き詰まった米大手

証券４位のリーマン・ブラザーズが破綻に追い込まれたほか、米大手銀行バンク・オブ・アメリカが米大手証券メ

リルリンチを買収したり、保険最大手のAIGが米政府の融資を受けたりと、業界再編の動きが強まりました。

 こうした事態に対応すべく、米政府は公的資金を投入して金融機関から不良資産を買い取る金融安定化法案を議会

に提出しました。しかし、米大統領選挙を前に同法案の成立は難航し土壇場で下院議会により否決されたため、９月

29日の米国株式市場では失望感からNYダウが一日で777ドルと過去最大の下落を記録したほか、終値も10,365.45ドル

となり、３年ぶりの安値を示現しました。その影響は日本にも波及し、さらに為替市場で円高が進行していたことに

加え、福田首相の突然の辞任により政治空白が生じたことも嫌気されたため、日経平均株価は６月につけた戻り高値

14,601円27銭から９月下旬には11,301円46銭まで20％強下落しました。

　このような世界的な株安は、急激な円高を引き起こす結果にもつながりました。リスク資産を手放し、ファンディン

グ通貨である円を買い戻す動きが強まったほか、ドル資金の流動性が極端に枯渇したことを受けてドルキャッシュ

を確保する動きも強まり、為替市場では円とドルが主要通貨に対して全面高となりました。また、米国に比べて欧州

の金融危機への対応が遅れている点がユーロ売りにつながり、ユーロが大幅に下落しました。さらに、７月に一時１

バレル150ドル手前まで上昇していたNY原油価格が、９月中旬には90ドル台まで急落したことも、ユーロ売りおよび

資源国通貨である豪ドル売りにつながりました。このような結果、ドル/円相場が当第２四半期に６％強の値動きだっ

たのに対し（円高・ドル安）、ユーロ/円は13.5%、豪ドル/円は22％強も円高となりました。

　上記のような市場環境のもと、当社グループの当第２四半期連結会計期間の営業収益は、受入手数料812,663千円

（対前年同期比22.3％増）、トレーディング損益404,603千円（対前年同期比53.8％減）となり、営業収益全体で

1,245,368千円（対前年同期比20.9％減）と、大きく減収となりました。一方、営業費用においては、証券取引事業にお

いて金融商品仲介業者への支払報酬が増加したことに加え、前期３月に設立し当期７月中旬より事業を開始した連

結子会社トレイダーズＦＸ株式会社にかかる広告宣伝費やシステム投資費用が発生したことにより、販売費及び一

般管理費は1,444,656千円（対前年同期比21.8％増）となりました。さらに同子会社がシステムの脆弱性を起因として

９月10日に事業を休止し、その後リーマン・ブラザーズ証券が民事再生手続を申請したことに伴いカバー取引の預

託金に対して貸倒引当金を計上したことに加え、12月１日をもって事業廃止を決定したことにより、多額の特別損失

を計上することになりました。

　このような結果、当第２四半期連結会計期間においては、営業損失235,029千円、経常損失224,130千円、四半期純損失

676,513千円となりました。

　なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

証券取引事業

　当事業部門におきましては、リテール顧客の日経225先物・オプション取引が順調に増加したものの、前下半期から

の法人取引の減少を補うにとどまり、当第２四半期連結会計期間における営業収益は748,988千円（対前年同期比

6.4％増　うち、受入手数料720,886千円、金融収益28,101千円）となりました。一方、金融商品仲介業者を経由した取引

の増加に伴う支払手数料が増加したことや、当第２四半期連結会計期間から事業子会社の管理部門費を証券取引事

業の営業費用に配賦計上する方法に変更（前期は全社に計上）した結果、当事業部門の営業費用は増加し、営業利益

は10,828千円となりました。顧客口座数は20,889口座（対前年同期比34.0％増）と増加しましたが、預り資産は前下半

期の法人との母店契約解消に伴う預り資産の減少によって対前年同期比で減少し、24,180百万円（対前年同期比

27.1％減　保護預り有価証券残高を除く）となりました。

外国為替取引事業

  当事業部門におきましては、世界の経済情勢の悪化に伴う個人投資家の投資意欲の減退や、ＦＸ事業者間の競争が

益々激しくなったこと等の影響を受けて非常に厳しい状況が続き、当第２四半期連結会計期間における営業収益は

496,380千円（対前年同期比44.7％減　うち受入手数料95,891千円、トレーディング損益400,489千円）となりました。

一方、新たにＦＸ事業を開始した子会社の広告宣伝費やシステム投資等の費用が当期に発生したことに加え、当第２

四半期連結会計期間から事業子会社の管理部門費を外国為替取引事業の営業費用に配賦計上する方法に変更（前期

は全社に計上）した結果、当事業部門の営業費用は増加し、営業損失は272,552千円となりました。顧客口座数は

28,056口座（対前年同期比55.3％増）と増加しましたが、サブプライムローン問題に起因して発生した為替相場の急

激な変動による顧客の取引損失の影響により、預り資産は対前年同期比で減少し、13,940百万円（対前年同期比

14.3％減）となりました。
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(2)　キャッシュ・フローの状況

  当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローにおいて1,011,699千円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて79,328千円の支出超

過、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて428,239千円の支出超過となりました。この結果、当第２四半期連

結会計期間末の資金残高は、前連結会計年度末に比べて512,146千円増加し、4,819,988千円となりました。

　各活動別のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は1,011,699千円の収入超過となりました。これは、主に

外国為替取引事業において信託銀行に分別保管を行っている顧客資金の信託差替えにより取崩しを行い、一時的

に収入超過（翌営業日にカバー取引先金融機関の残高が減少します）となったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金は79,328千円の支出超過となりました。これは、関係会社

株式（トレイダーズ投資顧問株式会社）の売却により125,613千円の収入があった一方で、オンライン取引システ

ム等への設備投資46,451千円を行ったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は428,239千円の支出超過となりました。これは主に短

期借入金の返済385,000千円及び配当金の支払41,093千円を行ったことによるものであります。

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更はありません。

(4)　経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

  当社グループが属する日経225先物・オプション取引並びに外国為替証拠金取引業界は、一般投資家層の裾野が

広がり、市場規模が拡大する一方で参入企業の増加による企業間競争が激化し、事業環境、経営環境は大きく変化

しております。当社グループは、お客様の満足度を高めるため、提供する金融商品・サービスの質をさらに向上さ

せることで競合他社との差別化を図ります。

　また上場会社としての優位性、持株会社制のメリット、業界の先駆者として蓄積したノウハウや知名度を最大限

に活用し、独自色を明確化させ、「トレイダーズ」ブランドを確立することを目指します。

(5)　資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループにおける主な資金需要は、証券取引事業及び外国為替取引事業のオンライン取引システムを中心と

した各種システムに対する機能強化及び新規設備導入のための設備投資資金と、顧客資産の分別保管に係る一時

的な立替や証券取引所との受払いに係る一時的な立替のための運転資金の２つに大別されます。

　設備投資に係る資金需要に対しては、安定的な資金調達という観点から、営業活動から得られる内部留保資金及

びリース会社とのファイナンス・リース取引によって調達する方針であります。一方、運転資金に係る資金需要に

対しては、内部留保資金に加え、取引先金融機関からのコミットメントラインを含む借入れによって調達する方針

であります。

　なお、資金の流動性についての分析は上記「(2)　キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。　

(6)　研究開発活動　

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設につい

て完了したものは、次の通りであります。

① 新設

  トレイダーズ証券㈱において、前四半期連結会計期間末に計画しておりました証券取引事業に係るシステムは平

成２０年６月に完了し、稼動しております。

  トレイダーズFX㈱において、前四半期連結会計期間末に計画しておりました外国為替証拠金取引システムの新設

については、平成２０年７月に完了し操業しておりましたが、同システムのソフトウェアに関して脆弱性が判明し、

使用を取りやめてソフトウェアの全額を減損しております。なお、同システムに使用していたコンピュータ機器に

関しましては、トレイダーズ証券㈱における取引システムの拡充計画に充当することに変更いたしました。

② 拡充

　当第2四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な拡充計画は次の通りです。

会社名
事業所名

所在地
事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定年
月

総額
(千円)

既支払額
(千円) 着手 完了

トレイダー

ズ証券㈱

　

東京都港区

　

証券取引事業

・外国為替取

引事業

取引システ

ム
331,750 231,750

ファイナンス・

リース取引

平成20年

　1月

平成21年

　12月

外国為替取引

事業

取引システ

ム
250,000 75,000

ファイナンス・

リース取引

平成20年

　8月

平成21年

　6月
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 803,400

計 803,400

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 238,704 238,704
大阪証券取引所

（ヘラクレス）
－

計 238,704 238,704 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づいて発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。

平成18年９月１日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 15

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 15

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２，３ 85,810

新株予約権の行使期間
自　平成20年９月２日

至　平成21年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格   90,191

資本組入額 45,096

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点にお

いて行使されていない新株予約権につき、次の算式によりその目的となる株式の数の調整を行います。また、調

整の結果生じる１株未満の端株は、これを切り捨てます。

（計算式）

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 　

２．新株予約権の発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生のときをもって次の

算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り捨てます。なお、合併、会社分割、資本減

少またはこれらに準じる行為を原因として、行使価額を調整する必要を生じたときも、当該算式に準じて行使

価額を調整します。

（計算式）

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1

分割・併合の比率

３．新株予約権の発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使によっ

て新株を発行する場合を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り捨てます。

（計算式）

    
発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価格 ＝ 調整前行使価格 ×
１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

新株予約権者は新株予約権を行使するに当たり、次の条件を満たすことを要する。

①　新株予約権者は、権利行使の時点において当社または当社子会社の取締役または使用人でなければなら

ない。但し、新株予約権の割当を受けた者が取締役である場合は、権利行使の時点において当社または当

社子会社の取締役でなければならない。

②　権利行使の時点で、当社の株価が250,000円（当該金額は、行使価額の調整を行うべき事由が生じたとき

は、行使価額の調整と同様の方法により調整を行う。）以上でなければならない。

③　新株予約権を相続の対象とすることはできない。

④　新株予約権を質権その他の担保権の目的とすることはできない。
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５．平成18年９月１日取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、平成19年11月27日取締役会決議に基づく新

株予約権を割当てることを条件に、当該時点で残存し、かつ新たな新株予約権の被割当対象者となる権利者全

員が権利を放棄しました。

平成19年６月25日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 280

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 280

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２，３ 39,800

新株予約権の行使期間
自　平成20年９月２日

至　平成21年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格   46,320

資本組入額 23,160

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１～４．

平成18年９月１日取締役会決議に基づいて発行した新株予約権の（注）１～４に同じ。

５．平成19年６月25日取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、平成19年11月27日取締役会決議に基づく新

株予約権を割当てることを条件に、当該時点で残存し、かつ新たな新株予約権の被割当対象者となる権利者全

員が権利を放棄しました。

平成20年４月25日取締役会決議 

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 3,206

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 3,206

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２，３ 15,670

新株予約権の行使期間
自　平成22年４月26日

至　平成25年４月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　23,622円

資本組入額　 11,811円

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点にお

いて行使されていない新株予約権につき、次の算式によりその目的となる株式の数の調整を行います。また、調

整の結果生じる１株未満の端株は、これを切り捨てます。

（計算式）

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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２．新株予約権の発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生のときをもって次の

算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り捨てます。なお、合併、会社分割、資本減

少またはこれらに準じる行為を原因として、行使価額を調整する必要を生じたときも、当該算式に準じて行使

価額を調整します。

（計算式）

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

３．新株予約権の発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使によっ

て新株を発行する場合を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り捨てます。

（計算式）

    
発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込み金額

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

１株当たり時価

 既発行株式数 ＋ 新発行による増加株式数

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

　　新株予約権者は新株予約権を行使するに当たり、次の条件を満たすことを要する。

①　権利行使の時点において当社または当社子会社の取締役、監査役または使用人でなければならない。但

し、当社の都合による使用人の転籍、並びに正当な事由があると当社取締役会が認めた場合を除く。

②　新株予約権を相続の対象とすることはできない。

③　新株予約権を質権その他の担保権の目的とすることはできない。

④　新株予約権の一部行使はできない。但し、単年度における権利行使金額の制限を遵守するために一部行使

する場合を除く。

⑤　新株予約権の年間行使金額が12百万円を超えることはできない。

５．当社が、消滅会社となる合併、会社分割、株式交換及び株式移転（以下、総称して「組織再編行為」という。）を

行う場合、組織再編行為の効力発生日時点で残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」）の権利者に対

して、それぞれの場合に応じ、会社法236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会

社」という。）の新株予約権を、発行済み新株予約権の条件に準じて交付します。但し、その旨を組織再編行為

に係る契約に定めた場合に限ります。

　また、当社が新株予約権者に対して、再編対象会社の新株予約権を交付した場合、残存新株予約権は消滅しま

す。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年９月30日 － 238,704 － 2,837,565 － 2,090,064
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

グロードキャピタル㈱ 東京都品川区上大崎2-7-26 63,000 26.39

金丸　貴行 東京都品川区 17,732 7.42

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 11,700 4.90

金丸　多賀 東京都品川区 11,523 4.82

ロンバードオーディエダリエ

ヘンチアンドシー（常任代理

人　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）

スイス国

（東京都千代田区丸の内2-7-1）
4,950 2.07

新妻　正幸 東京都港区 2,976 1.24

イーエフジーバンクホンコン

（常任代理人　㈱東京三菱Ｕ

ＦＪ銀行）

香港

（東京都千代田区丸の内2-7-1）
2,500 1.04

クレディ・スイス証券㈱ 東京都港区六本木1-6-1 2,160 0.90

株式会社サステイナブル・イ

ンベスター
沖縄県名護市大西1-20-12 1,996 0.83

麻生　寿美子 福岡県福岡市中央区 1,524 0.63

計 － 120,061 50.29
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　144 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式　238,560 238,560 － 

発行済株式総数 238,704 － － 

総株主の議決権 － 238,560 － 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,201株含まれています。また、「議決権の

数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1,201個が含まれています。

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

トレイダーズホー

ルディングス㈱

東京都港区六本木一

丁目６番１号
144 － 144 0.06

計 － 144 － 144 0.06

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 16,100 16,500 15,200 13,380 11,490 8,200

最低（円） 12,480 13,850 12,310 10,700 7,600 5,130

（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。　

役名 職名 氏名 退任年月日

　常務取締役 　― 新妻　正幸　 平成20年10月31日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき「金融商品取引

業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年

11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金 4,819,988 10,163,375

預託金 11,499,000 5,042,000

顧客分別金信託 11,497,000 5,040,000

その他の預託金 2,000 2,000

トレーディング商品 － 163,698

信用取引資産 2,869,534 1,504,802

信用取引貸付金 2,191,481 1,271,082

信用取引借証券担保金 678,052 233,720

短期差入保証金 14,388,203 11,640,537

信用取引差入保証金 260,000 120,000

先物取引差入証拠金 9,116,700 8,470,700

外国為替差入証拠金 4,554,503 2,705,837

その他の差入保証金 457,000 344,000

繰延税金資産 54,008 50,808

その他の流動資産 385,026 320,719

貸倒引当金 △26,268 △82,867

流動資産計 33,989,492 28,803,075

固定資産

有形固定資産 ※1
 317,612

※1
 79,747

建物 36,174 39,133

器具備品 40,588 40,613

リース資産（純額） 240,849 －

無形固定資産 218,790 202,421

ソフトウェア 190,865 172,156

ソフトウェア仮勘定 1,500 25,675

リース資産 21,964 －

その他 4,460 4,589

投資その他の資産 620,891 649,441

投資有価証券 259,248 259,952

繰延税金資産 30,150 41,669

その他 642,068 347,820

貸倒引当金 △310,575 －

固定資産計 1,157,294 931,609

資産合計 35,146,787 29,734,684
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 525,428 237,409

信用取引負債 2,767,064 1,456,742

信用取引借入金 2,091,057 1,222,957

信用取引貸証券受入金 676,006 233,784

預り金 8,113,685 4,890,150

顧客からの預り金 8,096,219 4,875,468

その他の預り金 17,466 14,681

受入保証金 17,159,974 16,132,552

信用取引受入保証金 114,528 115,587

先物取引受入証拠金 9,313,318 8,227,783

外国為替受入証拠金 7,732,127 7,789,181

短期借入金 643,000 1,058,000

１年内リース債務 112,865 －

未払法人税等 59,379 21,777

ポイント引当金 37,174 24,203

事業整理損失引当金 35,000 －

その他の流動負債 271,275 195,386

流動負債計 29,724,848 24,016,221

固定負債

退職給付引当金 13,464 10,029

長期リース債務 460,828 50,965

固定負債計 474,292 60,994

特別法上の準備金

証券取引責任準備金 － ※2
 70,587

金融商品取引責任準備金 ※2
 78,512 －

特別法上の準備金計 78,512 70,587

負債合計 30,277,653 24,147,803

純資産の部

株主資本

資本金 2,837,565 2,837,565

資本剰余金 2,104,663 2,092,105

利益剰余金 △60,839 717,040

自己株式 △3,148 △56,921

株主資本合計 4,878,241 5,589,789

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △16,541 △7,552

評価・換算差額等合計 △16,541 △7,552

新株予約権 7,433 4,644

純資産合計 4,869,134 5,586,881

負債・純資産合計 35,146,787 29,734,684
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（２）【四半期連結損益計算書】
　　　【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業収益

受入手数料 1,422,417

委託手数料 1,241,509

募集・売出しの取扱手数料 28,110

その他の受入手数料 152,797

トレーディング損益 704,163

外国為替トレーディング損益 ※1
 700,049

その他のトレーディング損益 4,113

金融収益 40,445

営業収益計 2,167,026

金融費用 50,086

純営業収益 2,116,939

販売費・一般管理費 2,568,144

取引関係費 931,849

人件費 637,720

不動産関係費 642,182

事務費 155,837

減価償却費 89,801

租税公課 17,812

貸倒引当金繰入れ 26,820

その他 66,118

営業損失（△） △451,204

営業外収益 62,247

受取利息及び配当金 16,247

為替差益 43,852

その他 2,146

営業外費用 5,346

支払利息 918

投資事業組合運用損 3,548

その他 879

経常損失（△） △394,303

特別利益

関係会社株式売却益 97,298

その他 970

特別利益計 98,269

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 8,224

貸倒引当金繰入額 227,154

減損損失 95,400

その他 35,500

特別損失計 366,279

税金等調整前四半期純損失（△） △662,313

法人税、住民税及び事業税 53,859

法人税等調整額 14,485

法人税等合計 68,345

四半期純損失（△） △730,658
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

営業収益

受入手数料 812,663

委託手数料 699,091

募集・売出しの取扱手数料 10,538

その他の受入手数料 103,033

トレーディング損益 404,603

外国為替トレーディング損益 ※1
 400,489

その他のトレーディング損益 4,113

金融収益 28,101

営業収益計 1,245,368

金融費用 35,741

純営業収益 1,209,627

販売費・一般管理費 1,444,656

取引関係費 556,770

人件費 324,343

不動産関係費 357,273

事務費 77,235

減価償却費 63,549

租税公課 11,784

貸倒引当金繰入れ 23,765

その他 29,933

営業損失（△） △235,029

営業外収益 15,990

受取利息及び配当金 14,980

その他 1,010

営業外費用 5,091

支払利息 672

投資事業組合運用損 3,548

その他 871

経常損失（△） △224,130

特別利益

その他 116

特別利益計 116

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 4,160

貸倒引当金繰入額 227,154

減損損失 95,400

その他 35,500

特別損失計 362,214

税金等調整前四半期純損失（△） △586,229

法人税、住民税及び事業税 50,844

法人税等調整額 39,440

法人税等合計 90,284

四半期純損失（△） △676,513
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △662,313

減価償却費 118,302

減損損失 95,400

関係会社株式売却損益（△は益） △97,298

貸倒引当金の増減額（△は減少） 253,975

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △70,587

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 78,512

受取利息及び受取配当金 △16,247

支払利息 16,149

為替差損益（△は益） △8,015

トレーディング商品の増減額 451,717

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △2,711,000

信用取引資産の増減額（△は増加） △1,364,731

短期差入保証金の増減額（△は増加） △865,286

信用取引負債の増減額（△は減少） 1,310,322

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） 4,252,079

その他 243,336

小計 1,024,313

利息及び配当金の受取額 17,215

利息の支払額 △14,239

法人税等の支払額 △15,591

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,011,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △14,283

無形固定資産の取得による支出 △32,167

投資有価証券の取得による支出 △20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 ※2

 125,613

差入保証金の差入による支出 △19,282

その他 △119,208

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △385,000

自己株式の売却による収入 64,452

配当金の支払額 △41,093

その他 △66,597

財務活動によるキャッシュ・フロー △428,239

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 512,146

現金及び現金同等物の期首残高 6,417,375

資金の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額(△は減少)

△2,109,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,819,988
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1) 連結の範囲の変更

　連結子会社であるトレイダーズ投資顧問㈱

は、平成20年４月15日に同社株式を第三者に

譲渡したため、当第１四半期連結会計期間よ

り、連結の範囲から除外しております。

(2) 変更後の連結子会社の数

　　３社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、従来、賃貸借取引にかかる方法に準

じた会計処理によっておりましたが、「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計基準第

13号）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）

を第１四半期連結会計期間から早期適用し、

通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産の減価償却の方法に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。こ

れによる営業利益、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失に与える影響は軽微でありま

す。

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を引き続き採用しております。

３．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金

の範囲の変更

　従来、外国為替取引事業におけるカバー取引

先金融機関への預託額はキャッシュ・フロー

計算書の「現金及び現金同等物」に含めてお

りましたが、営業活動によるキャッシュ・フ

ローをより明瞭に表示する目的から、これを

「現金及び現金同等物」から除き、営業活動

によるキャッシュ・フローの「短期差入保証

金の増減額」に含めて表示することに変更し

ております。当該変更に伴い、前連結会計年度

末のカバー取引先金融機関への預託額

2,109,533千円を「資金の範囲の変更に伴う現

金及び現金同等物の増減額」として表示する

とともに、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「短期差入保証金の増減額」が

637,910千円減少し、現金及び現金同等物の当

第２四半期連結会計期間末の残高は2,747,444

千円減少しております。　

　また、当該変更に伴い、従来、貸借対照表の

「現金・預金」に含めて表示しておりました

カバー取引先金融機関への預託額（当第２四

半期連結会計期間末2,747,444千円）につい

て、財政状態をより明瞭に表示する目的から

「短期差入保証金」の「外国為替差入証拠

金」に含めて表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、143,355千円であ

ります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、107,999千円であ

ります。

※２ 特別法上の準備金 ※２ 特別法上の準備金

　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

以下のとおりであります。

　金融商品取引責任準備金　

　　金融商品取引法第46条の５第１項

　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

以下のとおりであります。

　証券取引責任準備金　　　旧証券取引法第51条

３　当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 ３　当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

  当社の連結子会社であるトレイダーズ証券㈱は、顧

客資産の分別保管に係る一時的な立替資金及び証券

取引所との受払いに係る一時的な立替資金を調達す

るため、取引銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

  この契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越契約及び貸出コミットメン

トの総額

   700,000

　

千円

借入実行残高  －千円

差引額       700,000千円

  当社の連結子会社であるトレイダーズ証券㈱（以

下、証券子会社といいます。）は、顧客資産の分別保管

に係る一時的な立替資金及び証券取引所との受払い

に係る一時的な立替資金を調達するため、取引銀行１

行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を、取

引銀行を主幹事として金融機関３社とシンジケート

方式による貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

  この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出コミットメ

ントの総額

8,300,000千円

借入実行残高 300,000　千円

差引額 8,000,000　千円

４　差入れている有価証券及び差入れを受けている有価

証券の時価は次のとおりであります。

４　差入れている有価証券及び差入れを受けている有価

証券の時価は次のとおりであります。

(1）差入れている有価証券 (1）差入れている有価証券

①信用取引貸証券 679,086千円

②信用取引借入金の本担保証券 1,902,357千円

③差入証拠金代用有価証券 1,218,253千円

①信用取引貸証券 235,004千円

②信用取引借入金の本担保証券 1,099,714千円

③差入証拠金代用有価証券 684,317千円

(2）差入れを受けている有価証券 (2）差入れを受けている有価証券

①信用取引貸付金の本担保証券 1,902,357千円

②信用取引借証券 679,086千円

③受入証拠金代用有価証券 6,500,839千円

①信用取引貸付金の本担保証券 1,099,714千円

②信用取引借証券 235,004千円

③受入証拠金代用有価証券 5,396,936千円

　５  財務制限条項

  当社の証券子会社が締結している貸出コミットメ

ント契約には以下の財務制限条項が付されており、当

該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務につ

いて期限の利益を喪失する可能性があります。

  当社の証券子会社単体の３月及び９月の各末日現

在における、自己資本規制比率を200%以上に維持す

る。

　５  財務制限条項

  当社の証券子会社が締結している貸出コミットメ

ント契約には以下の財務制限条項が付されており、当

該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務につ

いて期限の利益を喪失する可能性があります。

① 各四半期決算期の末日における証券子会社単体の

貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の四半

期決算期の末日における証券子会社単体の貸借対照

表における純資産の部の金額の90％の金額以上に維

持する。

② 各四半期決算期の末日における証券子会社単体の

損益計算書の経常損益の金額をマイナスとしない。
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（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※１  トレーディング損益のうち、外国為替取引の内訳

　　は次のとおりであります。

クォート収益 708,765 千円

取引手数料相当額 12,061 千円

スワップ収益 58,185 千円

自己ディーリング損益 △47,631 千円

その他 △31,331 千円

計 700,049 千円

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※１  トレーディング損益のうち、外国為替取引の内訳

　　は次のとおりであります。

クォート収益 405,886 千円

取引手数料相当額 5,863 千円

スワップ収益 20,194 千円

自己ディーリング損益 △12,300 千円

その他 △19,154 千円

計 400,489 千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

　 借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定 4,819,988千円

現金及び現金同等物 4,819,988千円
　  　

※２ 当第１四半期連結会計期間に株式の売却により連結

子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

　株式の売却によりトレイダーズ投資顧問㈱が連結

子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負

債の内訳並びにトレイダーズ投資顧問株式の売却価

額と売却による収入は次のとおりであります。

流動資産 59,138千円

固定資産 47,828千円

流動負債 △34,260千円

関係会社株式売却益 97,298千円

当該会社株式の売却価額 170,004千円

当該会社の現金及び現金同等物 44,390千円

 差引：売却による収入 125,613千円

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平

成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　238,704株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　  144株

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　親会社　　7,433千円

    （なお、平成20年4月25日取締役会決議に基づくストック・オプションとしての新株予約権は、

      権利行使期間の初日が到来しておりません。）

４．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成20年６月24日

定時株主総会
普通株式 47,220 200 平成20年３月31日 平成20年６月25日 利益剰余金　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
証券取引事業
（千円）

外国為替取引
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

　営業収益      

(1)外部顧客からの営業収益 748,988 496,380 1,245,368 － 1,245,368

(2)セグメント間の内部営業収益 － － － － －

計 748,988 496,380 1,245,368 － 1,245,368

営業利益又は営業損失(△) 10,828 △272,552 △261,723 26,694 △235,029

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 
証券取引事業
（千円）

外国為替取引
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

　営業収益      

(1)外部顧客からの営業収益 1,329,265 837,760 2,167,026 － 2,167,026

(2)セグメント間の内部営業収益 － － － － －

計 1,329,265 837,760 2,167,026 － 2,167,026

営業利益又は営業損失(△) △90,132 △376,516 △466,648 15,444 △451,204

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な取引の種類 

  証券取引事業……………日経225先物・オプション取引、信用取引、現物取引等

　外国為替取引事業………外国為替証拠金取引、通貨オプション取引等

３．事業区分の変更

　事業区分につきましては、従来「証券取引事業」、「外国為替取引事業」、「投資顧問事業」の３つに区分

しておりましたが、投資顧問事業を行っていた連結子会社のトレイダーズ投資顧問株式会社を第三者に譲渡

したため、第１四半期連結会計期間より、「証券取引事業」、「外国為替取引事業」の２つに変更しておりま

す。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円）

　通貨  外国為替証拠金取引   

　  　売建 150,802,406 5,340,742

　  　買建 144,286,549 143,427

 合計 － 5,484,170

 （注）時価欄はみなし決済損益を記載しております。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 20,379.36 円 １株当たり純資産額 23,643.43 円

２．１株当たり四半期純損失金額

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 3,080.84 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

１株当たり四半期純損失金額 2,839.96 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純損失（千円） 730,658 676,513

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 730,658 676,513

期中平均株式数（株） 237,162 238,212

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

（子会社の廃業について）

　当社の連結子会社トレイダーズＦＸ株式会社（東京都港区六本木一

丁目６番１号、代表取締役 新妻正幸、非上場）は、平成20年10月24日開

催の取締役会にて、外国為替取引事業（第一種金融商品取引業）を廃

業することを決議しました。

１．子会社の概要

登録番号：関東財務局長（金商）第1937 号

商 号：トレイダーズＦＸ株式会社

代 表 者：代表取締役 新妻 正幸

所 在 地：東京都港区六本木一丁目６番１号

設立年月日：平成20 年３月28 日

事業の内容：外国為替取引業（第一種金融商品取引業）

決 算 期：３月31日

資 本 金：金455百万円

発行済株式：12,600 株

主要株主：トレイダーズホールディングス株式会社 12,600 株（

100.00％）

２．廃業する事業

　外国為替取引事業（第一種金融商品取引業）

３．廃業する主な理由

 トレイダーズＦＸ株式会社（以下、「子会社」といいます。）は、ＦＸ

市場の著しい成長とそれに伴うＦＸ投資家層の投資スタイルの多様化

を受け、短期売買を趣向するアクティブトレーダーをメーンターゲッ

トにしたＦＸ商品をリリースするため、平成20 年３月28 日に設立し、

平成20 年７月11 日より事業を開始致しました。

 子会社は、従来より当社グループが提供していたＦＸ商品とは趣向お

よびコンセプトを異にする商品設計を行い、取引スプレッドを業界で

最小化するなどの斬新なサービスを目指して参りましたが、稼動後に

取引システムに脆弱性があることが判明し、大量の取引量に対して市

場リスクを適切に管理できない状況となったため、平成20 年９月10 日

に事業をいったん休止し、上記の脆弱性を解消するシステム改善およ

びリスク管理態勢の向上に努めながら事業再開を目指しておりまし

た。しかし、平成20 年９月16 日に主たるカバー取引先であったリーマ

ン・ブラザーズ証券株式会社が民事再生手続を申立てたことにより、

同社に預託していた証拠金に対して貸倒引当金を計上した結果、子会

社の自己資本規制比率が急低下しました。子会社は、親会社である当社

を引受け先として事業休止後に増資を行い、自己資本の増加を通じて

自己資本規制比率の改善に取組んでおりましたが、同比率を継続して

140％以上に維持することが困難であると判断し、今後の自己資本の毀

損を防ぎ顧客資産の安全性を優先するため、事業を廃止することを決

定致しました。

（※１）

子会社はすべての預り金を返金できる流動性資金を確保しているた

め、顧客資産の返還に支障はありません。

（※２）

子会社がリーマン・ブラザーズ証券株式会社に預託した証拠金は、平

成20 年10 月７日における開示の通り、同社の再生計画の認可決定後

に、再生計画に沿った金額が弁済される見込みであり、子会社の廃業が

弁済に影響を与えることはありません。

４．日程

平成20年10月24日 取締役会決議

平成20年10月31日 官報 廃業公告

平成20年12月１日 廃業

平成20年12月下旬 金融先物取引業協会 退会予定
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当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

５．今後の見通し

　子会社に関する繰延資産に計上していた開業準備費用、事業開始後に

おける営業費用等、並びに今後の廃業日までに要する費用又は損失等

の見込み額について、平成21 年３月期第２四半期連結会計期間におい

て損失計上いたしました。その概要は以下のとおりです。

事業開始後の営業損失額 480 百万円

リーマン・ブラザーズ証券に対する債権の貸倒引当金計上額 227 百

万円

休止システム資産等の減損処理額 95 百万円

廃業日までの費用又は損失見込み額 35 百万円

計 837 百万円

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月７日

トレイダーズホールディングス株式会社

取締役会　御中

東陽監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 宮澤　正則　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岡田　基宏　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているトレイダーズホール

ディングス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年

７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係

る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算

書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、トレイダーズホールディングス株式会社及び連結子会社の平成20年９月

30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２

四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。

　

　追記情報

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されている通り、会社は四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金の範囲を変更している。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、独立監査人の四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当

社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

トレイダーズホールディングス株式会社(E03819)

四半期報告書

33/33


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業務の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）ライツプランの内容
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	第２四半期連結会計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

